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東
京
都
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
六
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
二
十
九
号

東
京
都
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
建
築
基
準
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
五
年
東
京
都
規
則
第
百
九
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
東
京
都
建
築
主
事
」
の
下
に
「
又
は
建
築
副
主
事
」
を
加
え
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
知
事
又
は
」
を
削
り
、
「
建
築
主
事
」
の
下
に
「
若
し
く
は
建
築
副
主
事
又
は

知
事
」
を
加
え
る
。

第
二
条
の
二
第
一
項
中
「
建
築
主
事
」
の
下
に
「
若
し
く
は
建
築
副
主
事
」
を
加
え
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
建
築
主
事
」
の
下
に
「
又
は
建
築
副
主
事
」
を
加
え
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
建
築
主
事
」
の
下
に
「
若
し
く
は
建
築
副
主
事
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
及
び

第
三
項
中
「
建
築
主
事
」
の
下
に
「
又
は
建
築
副
主
事
」
を
加
え
る
。

第
五
条
の
三
第
一
項
中
「
建
築
主
事
」
の
下
に
「
若
し
く
は
建
築
副
主
事
」
を
加
え
る
。

第
九
条
第
四
項
中
「
建
築
主
事
」
の
下
に
「
又
は
建
築
副
主
事
」
を
加
え
る
。

第
十
五
条
の
四
第
二
項
第
五
号
中
「
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
（
」

を
「
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
（
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
建
築
物

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
を
「
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能

の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式

（注意）
１

及
び

（注意）
２
中
「建

築
主
事

」
の
次
に
「又

は
建
築
副
主
事

」
を
加
え
る
。

別
記
第
二
号
様
式
及
び
第
二
号
様
式
の
二
中
「建

築
主
事

」
の
次
に
「又

は
建
築
副
主
事

」
を
加
え

る
。別

記
第
三
号
様
式
の
二
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
七
号
様
式
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式

（注意）

１
及
び

（注意）
２
中
「建

築
主
事

」
の
次
に
「又

は
建
築
副
主
事

」
を
加
え
る
。
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別
記
第
十
八
号
様
式
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式

（注意）

２
及
び

（注意）
３
中
「建

築
主
事

」
の
次
に
「又

は
建
築
副
主
事

」
を
加
え
る
。

別
記
第
二
十
二
号
様
式
の
五
か
ら
第
二
十
二
号
様
式
の
八
ま
で
の
規
定
中
「

」
を

「

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
二
号
様
式
の
九
中
「建

築
主
事

」
の
次
に
「又

は
建
築
副
主
事

」
を
加
え
る
。

別
記
第
二
十
二
号
様
式
の
十

（注意）
３
、
第
二
十
二
号
様
式
の
十
一

（注意）
３
及
び
第
二
十
二
号
様
式
の
十
二

中
「建

築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

」
を
「建

築
物
の
エ
ネ
ル
ギ

ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
様
式

（
こ
の
規
則
に
よ
り
改
正
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所

要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

東
京
都
中
高
層
建
築
物
の
建
築
に
係
る
紛
争
の
予
防
と
調
整
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
六
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
三
十
号

東
京
都
中
高
層
建
築
物
の
建
築
に
係
る
紛
争
の
予
防
と
調
整
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
中
高
層
建
築
物
の
建
築
に
係
る
紛
争
の
予
防
と
調
整
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十

三
年
東
京
都
規
則
第
百
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
第
四
号
中
「
第
六
十
八
条
の
四
第
一
項
」
を
「
第
六
十
八
条
の
四
」
に
、
「
第
六
十

八
条
の
五
の
六
第
一
項
」
を
「
第
六
十
八
条
の
五
の
六
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
特
例
許
可
」
の

下
に
「
又
は
特
例
認
定
」
を
加
え
、
同
項
第
八
号
中
「
第
八
条
の
十
九
第
一
項
」
を
「
第
八
条
の
十

九
」
に
改
め
、
同
項
第
十
七
号
中
「
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
」
を

「
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
三
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
三
月
二
十
六
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部

に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
六
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

平
方
東
京

二

変
更
の
区
間

足
立
区
神
明
二
丁
目
五
百
二
十
番
一
地
先
か
ら
同
区
北
加
平
町
九
十
九
番
一
地
先

ま
で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り
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規

則
（
公
）

東
京
都
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
６
年
３
月
２６日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

廣
瀨

道
明

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
４
号

東
京
都
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
道
路
交
通
規
則
（
昭
和
４６年

１１月
３０日

東
京
都
公
安
委
員

会
規
則
第
９
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
２
条
第
３
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
第
１
号
ア
に
掲
げ
る
書
面
に
つ
い
て
は
、
当
該
申
請

の
際
に
提
示
す
る
こ
と
で
足
り
る
。

第
２
条
第
３
項
第
１
号
ア
中
「
係
る
」
の
次
に
「
自
動
車
検
査
証

又
は
」
を
加
え
る
。

第
３
条
の
２
第
４
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
第
３
号
に
掲
げ
る
書
面
に
つ
い
て
は
、
当
該
申
請
の

際
に
提
示
す
る
こ
と
で
足
り
る
。

第
３
条
の
２
第
４
項
第
３
号
中
「
車
両
の
」
の
次
に
「
自
動
車
検

査
証
又
は
」
を
加
え
る
。

第
１３条

第
２
項
中
「
に
認
定
証
を
交
付
す
る
」
を
「
の
要
件
を
備

え
て
い
る
こ
と
を
認
定
す
る
」
に
改
め
る
。

附
則

（
施
行
期
日
）

１
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
１３条

第
２
項
の
改
正
規
定
は
、
令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
東
京
都
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

２
東
京
都
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
４
年

１２月
２６日

東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
１２号

）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
２
項
中
「
、
第
２
条
第
３
項
第
１
号
ア
中
「
自
動
車
検

査
証
記
録
事
項
（
道
路
運
送
車
両
法
第
５８条

第
２
項
に
規
定
す
る

自
動
車
検
査
証
記
録
事
項
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
記
載
さ
れ

た
書
面
」
並
び
に
第
３
条
の
２
第
４
項
第
３
号
」
を
削
る
。
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